


トラブル・シューティングシリーズ

27

21世紀の労務管理プラン

続・成功する
人材活用

　2022年度の「育児・介護休業法」改正は、女性に比べて
取得率の低い、男性の育児休暇取得を促進させる施策とし
ても注目されています。これにより、男性の育児休業取得が
増加することが予想されます。また、有期雇用労働者の育
児休業取得緩和や、雇用環境整備などの具体的な対応が
求められます。今回は、これらの改正の中で、育児休業の改
正のポインと、企業が取るべき対応について解説します。

（1）雇用環境整備、個別周知・意向確認
（2022年４月１日～）

　従業員に対し、育児休業に関する研修の実施や相談窓
口の設置といった雇用環境の整備を行うこと、妊娠・出産
（本人または配偶者）の申し出をした従業員に対し、以下
の事項につき個別の周知や休業の取得意向の確認をする
ことが<企業に義務づけられます。

【周知事項】
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担す
べき社会保険料の取り扱い

※育児休業給付金や社会保険料免除制度などで、相当程度収入は補填
できることの周知。

【個別周知・意向確認方法】
　周知方法は①面談（オンライン面談も可） ②書面交付 
③FAX ④電子メールなどのいずれか。人員不足などの理
由がある場合でも、育児休業取得の妨害は、マタハラ・パ

ワハラなどの法律違反になることや、取得を控えさせるよ
うな形での周知及び意向確認の実施は、措置の実施とは
認められません。男性の場合“職場の雰囲気・上司の無理
解”や“収入を減らしたくない”などの理由から、育児休業
を希望せず、子の出生後に初めて会社に届け出るケースも
多くみられましたが、今後は、取得希望者が増えることを
想定し、配偶者の妊娠のタイミングなどの早期の段階で
意向を確認し、業務の引継ぎや代替人員の確保などの準
備を行う対応が必要となるでしょう。

（2）有期雇用労働者の取得要件緩和
（2022年４月１日～）

　現在、有期雇用労働者は、①引き続き雇用された期間が
1年以上あること、②1歳6カ月までの間に契約が満了す
ることが明らかでないこと、という要件のいずれも満たし
たときに、育児休業を取得できることとなっています。こ
の要件のうち、①が廃止されます。ただし、現行制度でも
労使協定を締結することで、入社1年未満の従業員からの
育児休業の申し出を断ることができますが、有期雇用労
働者も、この労使協定の対象にすることができます。な
お、介護休業についても同様の改正が行われます。

（3）出生時育児休業「通称：産後パパ育休」
（2022年10月１日～）

　男性の育児休業の取得促進として、新たに「出生時育児
休業」が設けられます。これは、子供が1歳まで取得できる
現行の育児休業とは別の制度であり、子どもの出生後8 
週間以内に4週間まで、2 回に分割して取得できるもので
す。なお、労使協定を締結し、事前に調整した上で育児休
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業中に就業することができます。

（4）育休の分割取得（2022年10月１日～）
　現在の育児休業は、原則として1回のみ取得できます
が、今後は2回に分割して取得できるようになります。さら
に、1歳から1歳6カ月までの育児休業の延長、1歳6カ月か
ら2歳までの育児休業の再延長についても、開始日が1歳
または1歳6カ月に限られているものが柔軟化され、夫婦
交代で取得できるようになります。

（5）育休の取得状況の公表義務化
（2023年４月１日～）

　従業員数が1,000人超の企業は、育児休業などの取得
の状況を公表することが義務づけられます。
　以上のように、今回の法改正では「男性が育休を取得す
る」ことも視野に入れた内容になっています。企業側の立
場としては、育児休業中は人員不足になる可能性があるこ
とから、今まで以上に従業員とコミュニケーションを取り
ながら、本人の希望をヒヤリングし、早期の段階で代替要
員の確保や業務の引継ぎを行うなど、計画的な人員計画
が必要不可欠となります。また、優秀な人材の定着化のた
めにも、企業の規模関係なく、従業員のワーク・ライフ・バ
ランスに配慮した、さらなる職場環境の整備が求められる
でしょう。一般社団法人ＳＲアップ21
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男性の育児休業
取得促進に対応
できる職場環境を
－2022年4月「育児・介護休業法」改正のポイント－

2022年4月から段階的に
「育児・介護休業法」改正

表　「育児・介護休業法」改正前後の制度の概要

出典：厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf

労使協定を締結している場合に
限り、労働者が合意した範囲で
休業中に就業することが可能

子の出生後8週間以内に4週間
まで取得可能

産後パパ育休（2022.4.1～）
（育休とは別に取得可能） 育休制度（2022.10.1～） 育休制度（現行）

原則休業の2週間前まで

分割して2回取得可能

原則1か月前まで

分割して2回取得可能

原則1カ月前まで

原則分割不可

再取得不可

申出期限

分割取得

対象期間
取得可能日数

1歳以降の再取得

1歳以降の延長

休業中の就業 原則就業不可 原則就業不可

育休開始日を柔軟化

原則子が1歳
（最長2歳）まで

特別な事情がある場合に限り
再取得可能

育休開始日は1歳、
1歳半の時点に限定

原則子が1歳
（最長2歳）まで
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